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令和８年度静岡県地球温暖化対策実行計画策定支援等業務委託

公募型企画提案募集要項

１ 趣旨

令和４年３月に策定した「静岡県地球温暖化対策実行計画（以下「実行計画」という。）」

について、県内の状況や国が令和７年２月に策定した地球温暖化対策計画、環境省作成の

マニュアル等を踏まえて見直し、本県の地域特性や温室効果ガス排出特性を考慮した本県

独自の実行計画を策定する。

この策定に当たり、個別施策の温室効果ガス排出量・吸収量の推計や温室効果ガス排出

量の算定・分析等に関する業務について、十分な専門的知見を有する者へ業務を委託する

ため、公募型企画提案を実施する。

２ 業務の概要

(1) 業務内容

ア 委託業務名

令和８年度静岡県地球温暖化対策実行計画策定支援等業務委託

イ 内容

別添「令和８年度静岡県地球温暖化対策実行計画策定支援等業務委託仕様書」のと

おり

（2）履行期間

契約締結の日から令和９年３月 19 日（金）までを予定

（3）委託料上限額

6,500,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

３ 担当部局及び連絡先

静岡県くらし・環境部環境局環境政策課地球環境班

住所 〒420-8601 静岡市葵区追手町９－６

ＴＥＬ 054-221-2208

電子メール kankyou_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp

４ 応募資格

次の掲げる条件をすべて満たしていること。

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であ

ること。

(2) 静岡県が発注する一般業務の委託に係る入札参加資格において「調査」の営業種目につい

て競争入札参加資格を有する者であること。

(3）参加表明書（企画提案書）の提出期限の日から契約の時までの期間に、静岡県の物品

調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止基準による入札参加停止を受けている日

が含まれないこと。

(4) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている

者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受

けている者を除く。）でないこと。

(5) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「法」

という。）第２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という。）

イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下

同じ。）である者

ウ 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の
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者をいう。）が暴力団員等である者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者

オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又

は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材

料の購入契約その他の契約を締結している者

(6) 国、都道府県又は政令市が発注した温室効果ガス排出量算定・分析調査等業務及び地

球温暖化対策実行計画策定支援業務を本社又は営業所等が受託した実績を有する者で

あること。

(7) 静岡県内に本社又は営業所等の事業拠点を有する者であること。

５ 応募方法

本企画提案方式に参加を希望する者は、次により参加表明書、企画提案書を提出するこ

と。

(1) 提出期間

令和８年５月７日（木）から令和８年５月 22 日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。）

の午前９時から午後５時までの間

(2) 提出方法

３に示す窓口に持参又は郵送の方法にて提出すること。

※ 郵送の場合は提出期間内に必着のこと。

(3) 提出内容

ア 参加表明書（様式１号） １部

イ 企画提案書（様式２号） ５部（正本 1部、副本４部）

６ 企画提案書の作成方法

「４予算額」は税込みとし、任意様式で金額の内訳を添付すること。積算の際の参考及

び企画提案書を特定するための評価項目として用いる。

その他、様式に記載した留意事項を参照の上作成すること。

７ 本募集要項等への質問の受付及び回答

（1）質問は、文書（書式自由）により行うものとし、持参、郵送、電子メール（電子メー

ルの場合は着信を確認すること。）のいずれの方法でも可

ア 受付期間

令和８年５月７日（木）から令和８年５月 14 日（木）まで（土曜日及び日曜日を除

く。）の午前９時から午後５時までの間

イ 提出先

３に示す窓口

ウ その他

文書には、担当窓口の部署、担当者名、電話、電子メールアドレス等を併記するこ

と。

（2）質問に対する回答書は、質問書を受理した日から２日以内（土曜日及び日曜日を除く。）

に質問者に対して電子メールにより行うほか、下記により閲覧に供する。

ア 閲覧期間

回答した日から令和８年５月 22 日（金）まで（土曜及び日曜日を除く。）の午前９

時から午後５時までの間

イ 閲覧場所

３に示す窓口で閲覧に供するほか、静岡県環境政策課ホームページに掲載する。
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https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/1040676/1064343.html

８ 審査の実施

企画提案書の内容等について、次のとおりヒアリングを実施し、企画提案書の評価を行

う。

（1）書面審査（応募多数の場合）

ア 実施方法等

６者以上から企画提案書が提出された場合、書面審査を行い、プレゼンテーション参

加者を５者以内に選定する。

選定された者にはその旨及びプレゼンテーションの実施について、選定されなかった

者にはその旨について、電子メールにより令和８年５月28日（木）までに通知すると

もに書面を送付する。

イ 非選定に関する事項

①選定されなかった者は、非選定通知の日の翌日から７日以内（土曜及び日曜を除く。）

に書面（書式自由）により、担当部局に対して非選定理由について説明を求めること

ができる。

②担当部局は、説明を求めた者に対し、書面により回答する。

（2）プレゼンテーション

企画提案の内容について、企画提案書を提出した者（６者以上の場合は（1）により選
定された者）によりプレゼンテーション及び審査委員によるヒアリングを行う。

ＷＥＢ形式（zoom を予定）での開催を予定しているが、実施日時を含め、詳細は別途

通知する。

ア 実施日

令和８年６月２日（火）

イ ヒアリング事項

企画提案書の内容について

９ 評価項目

10 選定結果

選定結果は、すべての企画提案者に書面で通知する。

11 その他

（１）手続に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本標準時及び計量法によるもの

とし、文字サイズは原則 11 ポイント以上とする。

（２）企画提案は、１者につき１案とする。

（３）企画提案書の作成及び提出、ヒアリングに要する経費は、すべて参加者の負担とする。

（４）提出された書類は、選定作業のため必要最小限の範囲で複写することがある。

区分 評価の視点

業務実績 地球温暖化対策に関する計画策定等について十分な実績を有しているか

実施体制
業務を適正かつ確実に実施するための体制が整い、能力を有した人材を確

保しているか

提案内容 提案内容が的確で効果が見込めるか

説明内容 説明や資料がわかりやすくまとめられているか

経費適正 予算の積算内訳が適切か
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（５）提出された書類は、静岡県情報公開条例（平成 12 年 10 月 27 日条例第 58 号）に基づ

く情報公開の対象となる。


